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第7章 その他環境省令で定める事項 

7.1 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並びに、

事業者の見解 

7.1.1 配慮書についての福島県知事の意見及び事業者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、福島県知事

に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を求めた。それに対する福島県知事の意

見（令和元年 9 月 26 日）に対する事業者の見解は、表 7.1-1 のとおりである。 
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表 7.1-1 福島県知事の意見に対する事業者の見解 

福島県知事の意見 事業者の見解 

１ 総括的事項 

(1) 本事業計画は、葛尾村及び浪江町の行政界周辺に

おいて大規模な風力発電事業を想定するものである

が、現時点では計画の熟度が低いことから、環境影響

評価方法書（以下「方法書」という。）において、風

力発電機の配置等の具体的な内容を明らかにするこ

と。 

 

方法書において、風力発電機の配置等の具体的

な内容を明らかにいたしました。 

(2) 環境影響評価の実施に当たっては、基礎資料の収

集に十全を期し、最新の知見及び評価方法を採用する

とともに、住宅の分布、風況、その他自然状況等の多

面的な視点から事業計画に関する複数案を検討し、綿

密な調査の実施により、風力発電施設・関連施設の建

設及び稼働に伴う環境への影響を的確に把握し、周辺

への環境影響が最小となる計画とすること。 

具体的には、事業実施想定区域から、まとまりのあ

る自然植生、希少な動植物の生息地等の地域を極力除

外すること。また、近隣住民の居住環境、重要な水

源、保安林の機能、景観資源、交通、電波通信等に支

障を来さないようにすること。 

風力発電施設の建設及び稼働に伴う環境への影

響を的確に把握するための調査手法を方法書に記

載いたしました。 

また、まとまりのある自然植生、希少な動植物

の生息地等の地域、近隣住民の居住環境、重要な

水源、保安林の機能、景観資源、交通、電波通信

等について、十分に留意した上で計画を検討いた

します。 

(3) 事業実施想定区域の近隣では、大規模な風力発電

事業が複数計画されており、それらとの累積的な影響

が懸念されることから、騒音、低周波音、景観、動植

物等について、他事業者と可能な限り情報を共有し、

環境影響評価に反映させること。 

今後、他事業者と可能な限り情報の共有に努

め、必要に応じて環境影響評価に反映いたしま

す。 

(4) 本事業計画の実施に当たっては、地元住民の理解

が不可欠であることから、必要な情報の事前周知及び

十分な説明と意見の聴取を行い、地元住民の懸念事項

の的確な把握に努めること。特に、事業実施想定区域

及びその周辺は、帰還困難区域や避難指示区域であっ

た状況を踏まえ、住民の帰還の妨げとならないよう、

地元自治体を含む関係機関等と十分に協議及び調整を

行うこと。 

また、環境影響評価図書の縦覧に当たっては、縦覧

期間終了後もインターネットなどによる閲覧を可能に

するなど、事業の周知徹底を図るとともに、住民の利

便性向上及び情報公開に努めること。 

地元住民に対し、必要な情報の事前周知及び十

分な説明と意見の聴取を行い、懸念事項の的確な

把握に努めてまいります。また、地元自治体を含

む関係機関等と十分に協議及び調整も実施いたし

ます。 

また、環境影響評価図書の縦覧に当たっては、

縦覧期間終了後もインターネットなどによる閲覧

を可能にするなど、事業の周知徹底を図るととも

に、住民の利便性向上及び情報公開に努めてまい

ります。 

(5) 適切な環境保全措置の実施に当たっては、固定価

格買取制度（FIT）による事業収益が生じなくとも適正

に対応する必要があること。また、本事業計画が福島

県の自然環境を改変して実施されることを十分に認識

した上で、環境保全措置を含めて事業内容が健全に持

続可能なものとなるように企画し、計画施設の稼働中

に発電した電気エネルギーが有効かつ効果的に利用さ

れるよう、事業者において自主的に検討することが望

まれる。 

適切な環境保全措置の実施に当たっては、十分

に検討のうえ、適正に対応してまいります。 

また、本事業計画が福島県の自然環境を改変し

て実施することを十分に認識した上で、環境保全

措置を含めて事業内容が健全に持続可能なものと

なるように企画し、計画施設の稼働中に発電した

電気エネルギーが有効かつ効果的に利用できるよ

う、十分に検討いたします。 

２ 大気質について 

事業実施想定区域の周辺には住宅や学校等が点在し

ており、建設機械や車両から発生する排出ガス等によ

る影響が懸念される。このため、資材の輸送経路や気

象を含む地域特性を踏まえ、造成工事、工事用資材の

輸送等に伴い発生する窒素酸化物、粉じん等につい

て、当該区域周辺への影響を適切に調査、予測及び評

価できる方法を検討し、その結果を方法書に具体的に

記載すること。 

 

資材の輸送経路や気象を含む地域特性を踏ま

え、造成工事、工事用資材の輸送等に伴い発生す

る窒素酸化物、粉じん等について、当該区域周辺

への影響を適切に調査、予測及び評価できる方法

を検討し、その手法について、方法書に具体的に

記載いたしました。 

３ 騒音、振動及び低周波音について 

(1) 事業実施想定区域の周辺には住宅や学校等が点在

しており、騒音、振動及び低周波音（以下「騒音等」

という。）による影響が懸念される。このため、造成

 

造成工事等の施工、工事用資材の輸送や供用時

の騒音等について、地元住民の生活環境等への影

響を適切に調査、予測及び評価できる方法を検討

表は次ページに続く。 
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工事等の施工、工事用資材の輸送や供用時の騒音等に

ついて、地元住民の生活環境等への影響を適切に調

査、予測及び評価できる方法を検討し、その結果を方

法書に具体的に記載すること。 

し、その手法について、方法書に具体的に記載い

たしました。 

(2) 風力発電機の稼働に伴い発生する騒音等の十分な

低減のため、風力発電機の機種、配置や基数を工夫す

るとともに、騒音等の低減に有効な装置の導入等を検

討すること。特に個別の風力発電機の配置に当たり、

近隣住宅との離隔距離を最大限確保すること。 

風力発電機の稼働に伴い発生する騒音等の十分

な低減のため、風力発電機の機種、配置や基数を

工夫するとともに、騒音等の低減に有効な装置の

導入等を検討してまいります。また、近隣住宅と

の離隔距離を可能な限り確保するようにいたしま

す。 

(3) 騒音等の聞こえ方には個人差があり、住宅の立地

環境や居住環境も異なることから、調査、予測及び評

価を行うに当たっては、環境省が平成２９年５月２６

日に公表した「風力発電施設から発生する騒音に関す

る指針」及び「風力発電施設から発生する騒音等測定

マニュアル」の内容を参考に、過去の被害事例等も調

査し、風力発電機の配置、稼働制限等の措置を含め、

現実の風向きによる影響を反映する等、調査計画を綿

密に策定し、それらの結果を方法書に具体的に記載す

ること。 

なお、翼の回転による振幅変調音及び内部の増速機

や冷却装置から生じる純音性成分が、地元住民のアノ

イアンス（わずらわしさ）につながる可能性及び当該

影響が確認された場合の対策についても検討するこ

と。 

「風力発電施設から発生する騒音に関する指

針」及び「風力発電施設から発生する騒音等測定

マニュアル」の内容を参考に、調査計画を綿密に

策定し、その手法について、方法書に具体的に記

載いたしました。 

なお、翼の回転による振幅変調音及び内部の増

速機や冷却装置から生じる純音性成分が、地元住

民のアノイアンスにつながる可能性及び当該影響

が確認された場合の対策についても検討いたしま

す。 

４ 地形・地盤について 

(1) 大型の風力発電機は安定した地盤上に建設される

ことが不可欠であることから、地盤調査を十分に実施

して適切な施工計画を策定すること。なお、事業実施

想定区域及びその周辺には土砂災害警戒区域等が存在

することから、土砂流出防止対策や集中豪雨等による

被害防止対策について十分に検討すること。 

 

地盤調査を十分に実施して施工計画を策定いた

します。また、土砂流出防止対策や集中豪雨等に

よる被害防止対策についても十分に検討いたしま

す。 

(2) 土地の切盛りは必要最小限とし、その内容を方法

書に具体的に記載すること。 

土地の切盛りは必要最小限とし、その内容を方

法書に記載いたしました。 

５ 水環境について 

事業実施想定区域及びその周辺は請戸川水系請戸川や

葛尾川などの河川が流れており、大規模な森林伐開等

により濁水や汚水の流出による河川への影響が懸念さ

れる。このため、沈砂池の設置、適切な生活排水対

策、それらの対策の維持管理等の環境保全措置を綿密

に検討し、その結果を方法書に具体的に記載するこ

と。 

また、事業実施想定区域及びその周辺の小河川や沢の

状況を把握して、これらが住民の生活用水として利用

されているか否かについて綿密に調査すること。 

  

沈砂池の設置、適切な生活排水対策、それらの

対策の維持管理等の環境保全措置を検討するにあ

たっての現地調査の手法について、方法書に具体

的に記載いたしました。 

また、住民の水の利用状況等についても把握に

努めてまいります。 

６ 風車の影について 

事業実施想定区域及びその周辺には多くの住宅等が存

在し、施設の稼働に伴う風車の影（シャドーフリッカ

ー）が住民の生活環境に影響を及ぼす懸念があること

から、風車の影が生じる範囲を綿密に検討し、住宅、

耕作地等に風車の影が極力掛からない配置計画とする

こと。 

 

風車の影が生じる範囲を綿密に検討し、配慮が

特に必要な施設を含む住宅等への風車の影の影響

を極力回避もしくは低減する配置計画となるよう

検討いたします。 

７ 動植物・生態系について 

(1) 事業実施想定区域及びその周辺には保安林、植生

自然度９の自然林、阿武隈高原中部県立自然公園等が

存在しており、本事業計画の実施により、動植物及び

生態系への影響が懸念される。このため、工事用資材

の輸送、造成工事等の施工、風力発電機の建設等によ

り生じる動植物及び生態系への影響を適切に調査、予

測及び評価できる方法を検討し、その結果を方法書に

 

調査方法については、現地の動植物相の把握、

事業計画の実施により生じる動植物及び生態系へ

の影響を調査、予測及び評価できる方法を検討い

たします。 

また、改変区域内における樹洞の分布につい

ても留意した調査計画を検討いたします。 

表は次ページに続く。 
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記載すること。なお文献調査において、特別天然記念

物であるニホンカモシカなど多数の重要な陸生生物の

生息が確認されていること等を踏まえ、調査地点を可

能な限り多く設定して、現地の動植物相を詳細に把握

できる方法を採用すること。また、動物の棲息場所と

なる樹洞の分布を把握する調査方法も記載すること。 

(2) 事業実施想定区域及びその周辺では希少猛禽類の

生息が確認されているほか、渡り鳥の渡り経路が存在

することから、本事業計画の実施により風力発電機へ

の衝突事故及び渡り経路の阻害等による鳥類への影響

が懸念される。このため、風力発電機の配置等の検討

に当たり、専門家等の助言や最新の知見をもとに鳥類

への影響を適切に調査、予測及び評価できる方法を検

討し、その結果を方法書に具体的に記載すること。 

また、一般的に強風時には飛翔しないコウモリ類の

特性を踏まえ、風力発電機のカットイン風速とコウモ

リの衝突頻度との関係について調査、予測及び評価を

行うこと。なお、高高度における飛翔状況の調査方法

については、紫外線による昆虫の集合特性を回避する

ためＬＥＤ照明等を利用した調査を検討すること。 

風力発電機の配置等の検討にあたっては、専門

家の助言や最新の知見をもとに鳥類への影響を適

切に調査、予測及び評価できる方法について検討

いたします。 

また、コウモリ類の調査においても風速との関

係について整理、高高度における飛翔状況を把握

するような調査計画を検討いたします。 

(3) 猛禽類及びコウモリ類の繁殖活動の調査について

は、地域的に偏りが生じないよう綿密な計画とするこ

と。また、事業実施想定区域内の国道３９９号登館峠

における鳥類とコウモリ類の移動状況について十分な

調査を実施すること。 

猛禽類及びコウモリ類の調査については、調査

範囲において可能な限り偏りの生じないような調

査計画を検討いたします。また、事業実施想定区

域内の国道 399 号登館峠についても留意して調査

を実施いたします。 

(4) 本事業計画の実施により、土砂や濁水の流入によ

る河川の源流域への影響が懸念されることから、水生

生物の調査地点を可能な限り多く設け、これらの影響

を可能な限り回避する計画とすること。 

水生生物の調査については現状を的確に把握で

きるような調査地点を設定いたします。 

(5) 事業実施想定区域及びその周辺ではクマガイソウ

等の希少性の高い植物の生育が予想されることから、

当該区域の地形に合わせてトランセクト法等を採用す

る等、植生調査の方法及び範囲等を綿密に計画するこ

と。 

植生調査の方法につきましては、現地の状況を

踏まえ調査計画を検討いたします。 

８ 景観について 

(1) 風力発電機の大きさ、塗色、配置等については、

供用時に圧迫感や威圧感を感じさせる等の景観への影

響が懸念されることから、風力発電機の配置等の検討

に当たっては、主要な眺望点からの眺望や景観資源の

利用状況等を把握した上で、それらへの影響を適切に

評価できる方法を検討し、その結果を方法書に具体的

に記載すること。 

 

風力発電機の配置等の検討にあたっては、主要

な眺望点からの眺望や景観資源の利用状況等を把

握したうえで、主要な眺望景観への影響を適切に

評価できる方法を検討し、その検討結果を方法書

に具体的に記載いたしました。 

(2) 本事業計画が実現すると、阿武隈高地の山稜上の

相当範囲に多くの風力発電機が設置され、古くから地

元住民等が慣れ親しんできた郷土の景観にも大きな影

響を及ぼす可能性があるため、適切な場所に調査地点

を選定し、遠景についても検討を加えること。また、

事業実施想定区域及び周辺に所在する住宅からの風力

発電機の見え方についても予測すること。なお、景観

の評価に当たっては、視野角だけではなく、二列配置

や等間隔に設置されているか否か等の風力発電機の並

び方についても複数案を検討すること。 

古くから住民等が慣れ親しんできた景観に配慮

し、適切な調査地点を選定し、また遠景での景観

についても検討いたします。また、事業実施想定

区域周辺の居住地からも身近な眺望点を選定し、

予測いたします。 

なお、視野角だけではなく、風力発電機の配列

等の配置についても影響を低減できるよう努めま

す。 

(3) 主要な眺望点のうち、羽山（麓山）及び日山（天

王山）はうつくしま百名山に選定されており、山頂か

らの眺望は里山の魅力における重要な要素である。こ

のため、今後、風力発電機の配置等を検討するに当た

り、風力発電機の垂直見込角に留意して、主要な眺望

点からの眺望景観に重大な影響を及ぼすことのないよ

うに配慮すること。 

主要な眺望点からの眺望の特性、利用状況等

を把握した上で、垂直見込角はもとより主要な展

望方向及び水平視野も考慮した客観的な予測評価

を行い、その結果を踏まえて眺望景観への影響を

回避又は極力低減するよう配慮いたします。 

表は次ページに続く。 



7.1-10 

(369) 

福島県知事の意見 事業者の見解 

９ 廃棄物について 

(1) 本事業計画の実施により、工事中に相当量の伐採

木や建設残土等の発生が想定されることから、発生量

の予測等を行ったうえで、法令に基づき適切に処理す

る計画とすること。 

 

廃棄物の発生量について、予測等を行ったうえ

で、法令に基づき適切に処理する計画といたしま

す。 

(2) 風力発電設備の耐用年数や更新時期についてあら

かじめ考察を加え、事業終了後を含めた将来、老朽機

器等を適切に廃棄処分する計画を策定すること。 

風力発電設備の耐用年数や更新時期についてあ

らかじめ考察を加え、事業終了後を含めた将来、

老朽機器等を適切に廃棄処分する計画を策定いた

します。 

１０ 放射線の量について 

事業実施想定区域及びその周辺は帰還困難区域や避難

指示区域であった地域であり、風力発電機が設置され

る山稜部は除染が実施されていないことから、事業に

伴う土地の改変等により森林中に残存する放射性物質

の拡散や流出が懸念されるため、方法書において「放

射線の量」を環境影響評価の項目に選定すること。 

また現地調査に当たっては、風力発電機設置予定地点

や工事用道路上を含む周辺の空間線量率を面的に測定

し、その結果を踏まえて、複数の地点において土壌中

の放射性物質濃度を測定するなど、現地の状況を的確

に把握する方法を検討すること。 

 

方法書において「放射線の量」を環境影響評価

の項目に選定いたします。 

また現地調査に当たっては、複数の地点におい

て周辺の空間線量率及び土壌中の放射性物質濃度

を測定するなど、現地の状況を的確に把握いたし

ます。 

１１ 文化財について 

事業実施想定区域及びその周辺には周知の埋蔵文化財

包蔵地が存在することから、土地の形質変更は可能な

限り回避する計画とするとともに、未知の埋蔵文化財

が存在する可能性があるため、事前に関係自治体と協

議すること。 

 

土地の形質変更は可能な限り回避する計画とす

るとともに、事前に関係機関と協議いたします。 

１２ 電波障害について 

風力発電機の設置による電波障害の影響を適切に評価

できる方法を検討し、その結果を方法書に記載するこ

と。 

 

風力発電機の設置による電波障害を適切に評価

できる方法を検討し、その手法について、方法書

に具体的に記載いたしました。 

１３ その他 

(1) 資材の運搬等のために使用することが想定される

事業実施想定区域及びその周辺の道路について、交通

安全対策を十分に検討すること。 

 

資材の運搬等のために使用することが想定され

る事業実施想定区域及びその周辺の道路につい

て、交通安全対策を十分に検討いたします。 

(2) 計画施設の稼働中の維持・安全管理、事業中断を

含む廃止、計画事業期間満了後の事業更新、環境回復

措置等についてあらかじめ検討し、その内容を方法書

に記載すること。 

計画施設の稼働中の維持・安全管理について

は、適切に実施してまいります。また、耐用年数

経過後については、事業更新または事業終了を検

討し、事業終了となった場合には、適切に環境回

復措置等を実施いたします。 

(3) 本事業計画の推進に当たっては、必要に応じて関

係機関と協議すること。 

本事業計画の推進に当たっては、必要に応じて

関係機関と協議いたします。 
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7.1.2 配慮書についての市町村長の意見及び事業者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、浪江町長、

葛尾村長、二本松市長、川俣町長及び田村市長に対し、配慮書について環境の保全の見地から

の意見を求めた。それに対する浪江町長、二本松市長、田村市長及び川俣町の意見に対する事

業者の見解は、表 7.1-2～表 7.1-5 のとおりである。なお、葛尾村長からの意見はなかった。  
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表 7.1-2 浪江町長の意見に対する事業者の見解 

浪江町長の意見 事業者の見解 

・今回の評価結果を踏まえ、重大な環境影響が考えら

れる項目について環境への影響を回避又は低減できる

よう環境保全措置を検討すること。 

重大な環境影響が考えられる項目については、

環境への影響を回避又は低減できるよう環境保全

措置を十分に検討いたします。 

・事業予定範囲に帰還困難区域が含まれるが、放射性

物質の拡散防止や作業にあたっての線量管理、放射線

防護についての配慮等の記載がない。考えられる対策

について、方法書にしっかりと明記すること。 

放射性物質の拡散防止策、線量管理、防護服の

着用等については、現地の線量等を把握した上で

検討する必要があるため、現地調査が完了する準

備書の段階にて明記いたします。方法書には、適

切に放射線の状況を把握するための現地調査手法

等について明記いたしました。 

 

表 7.1-3 二本松市長の意見に対する事業者の見解 

二本松市長の意見 事業者の見解 

1 景観について 

 福島県百名山に数えられる羽山、日山などは年間を

通して登山者に親しまれており、キャンプ場も併設さ

れているため、景観に悪影響を及ぼさないよう十分配

慮すること。 

 

主要な眺望点からの眺望の特性、利用状況等を

把握した上で、景観への影響を回避又は極力低減

するよう十分配慮いたします。 

 

表 7.1-4 田村市長の意見に対する事業者の見解 

田村市長の意見 事業者の見解 

【景観について】 

 風車の大きさ、塗色、配置等については、併用時に

圧迫感や違和感を感じさせる等の景観への影響が懸念

される。このため、眺望点から発電施設がどのように

見えるのか、フォトモンタージュ等の視覚的に比較し

やすい予測手法により調査、予測及び評価を行うこ

と。また、風力発電機の色を環境融和塗装にするなど

景観を損なわない方法の検討により景観への影響を回

避又は可能な限り低減すること。 

 

主要な眺望点からの景観への影響を適切に評価

できる方法を検討し、「第 6 章 6.2 調査、予測

及び評価の手法の選定」に記載いたしました。 

なお、風力発電機の色については、今後、環境

保全措置として検討し、景観への影響を回避又は

可能な限り低減できるよう努めてまいります。 
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表 7.1-5 川俣町長の意見に対する事業者の見解 

川俣町長の意見 事業者の見解 

1 計画段階配慮事項について 

（1）生態系について 

 事業実施想定区域には、保安林及び植生自然度 9 に

該当する自然植生が確認されており、重要な自然環境

のまとまりの場への影響が懸念される。地形改変及び

施設の存在並びに施設稼働による生態系の変化が間接

的に事業実施区域外の重要な自然環境のまとまりの場

へ影響を及ぼすことも懸念される。今後、施設の配置

等を検討するにあたっては、事業実施区域及びその周

辺区域における重要な自然環境のまとまりの場の状況

調査及び予測を十分に行い、風力発電機の設置対象外

区域の設定、道路新設の拡幅面積の低減などにより、

重大な環境影響を回避・低減するよう配慮すること。 

 

 

施設の配置等の検討にあたっては、現地調査に

より事業実施想定区域及びその周辺区域の把握に

努め、その結果を踏まえた重大な環境影響を回

避・低減できるよう検討いたします。 

（2）景観について 

 風力発電機を視認できる可能性のある主要な眺望点

のうち、高太石山、羽山（麓山）、日山（天王山）

は、眺望景観への風力発電機の介在が懸念される。特

に、羽山（麓山）及び日山（天王山）はうつくしま百

名山に登録されている里山であり、山頂からの眺望は

里山の魅力における重要な要素となっている。今後、

施設の配置等を検討するにあたっては、風力発電機の

垂直見込角に留意しながら「視覚的に気にならない。

圧迫感を受けない。」配置とすることにより、主要な

眺望点からの眺望景観に重大な影響を及ぼすことが無

いよう配慮すること。 

 

主要な眺望点からの眺望の特性、利用状況等を

把握した上で、垂直見込角のみならず主要な展望

方向及び水平視野も考慮した客観的な予測評価を

行い、その結果を踏まえて眺望景観への影響を回

避又は極力低減するよう配慮いたします。 
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7.1.3 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 4 第 1 項の規定に基づく、配慮書につ

いての公表に関する事項並びに配慮書に対する一般（住民等）の意見の概要及びこれに対する

事業者の見解は、次のとおりである。 

1. 配慮書の公表 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 3 条の 7 第 1 項の規定に基づき、一般（住民

等）に対し、環境の保全の見地からの意見を求めるため配慮書を作成した旨及びその他事項を

公告し、配慮書を縦覧に供した。 

(1)配慮書の公告・縦覧 

①  公告の日 

令和元年 8 月 2 日（金） 

②  公告の方法 

令和元年 8 月 2 日（金）付けの次の日刊新聞紙に「環境影響評価配慮書の公表について

（公告）」を掲載した。 

・福島民友新聞（日刊） 

・福島民報新聞（日刊） 

また、上記の公告に加え、地方公共団体のホームページ及び事業者のホームページに情

報を掲載した。 

・福島県ホームページ及び事業者ホームページへ掲載した。 

③  縦覧場所 

地方公共団体庁舎 7 か所、公民館 1 か所、商業施設 1 か所及びインターネットの利用によ

る縦覧を実施した。 

a. 地方公共団体庁舎 

・福島県生活環境部環境共生課 

・浪江町役場産業振興課 

・葛尾村役場 

・二本松市役所市民部生活環境課 

・二本松市役所東和支所 

・二本松市役所岩代支所 

・川俣町役場企画財政課 

b. 公民館 

・船引公民館 

c. 商業施設 

・とんやの郷 

d. インターネットの利用 

事業者ホームページに配慮書の内容を掲載した。  
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④  縦覧期間 

令和元年 8 月 2 日（金）から令和元年 9 月 2 日（月）までとした。 

・地方公共団体庁舎 土・日・祝日を除く 8：30～17：15 とした。 

・インターネット 縦覧期間中は常時アクセスを可能とした。 

⑤  縦覧者数 

総数    2 名 

（内訳）   

・福島県生活環境部環境共生課 1 名 

・浪江町役場産業振興課 1 名 

 

(2)配慮書についての意見の把握 

①  意見書の提出期間 

令和元年 8 月 2 日（金）から令和元年 9 月 2 日（月）までとした。 

（郵送の場合は当日消印有効とした。） 

②  意見書の提出方法 

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・当社への郵送による書面の提出（当日消印有効とした。） 

③  意見書の提出状況 

意見書の提出は 1 通であった。 

 

2. 配慮書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

配慮書について、前項で述べたような手法に基づき、地域への情報提供を行った。住民等の

意見の概要及び事業者の見解は表 7.1-6 のとおりである。 
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表 7.1-6 住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

 ＜動物（25 件）、その他（1 件）＞                     神奈川県川崎市 A 氏 

一般の意見 事業者の見解 

■1. コウモリ類について 

コウモリは夜間にたくさんの昆虫を捕食するので、生態系の中で

重要な役割を持つ動物である。また害虫を食べるので、人間にとっ

て、非常に役立つ益獣である。しかし風力発電施設では、バットス

トライクが多数生じている。NEDO の報告書（＊）によれば、実態把

握サイト（風力発電施設 10 サイト）におけるコウモリ類の推定死亡

数は年間 502.8 個体とされ、これは鳥類の年間推定死亡数 (257.6

羽）のおよそ 2 倍になる。 

コウモリ類の出産は年 1～2 頭程度と、繁殖力が極めて低いため、

死亡率のわずかな増加が、地域個体群へ重大な影響を与えるのは明

らかである。国内では今後さらに風車が建設される予定であり、コ

ウモリ類について累積的な影響が強く懸念される。これ以上風車で

益獣のコウモリを殺さないでほしい。 

＊平成 28 年度～平成 29 年度成果報告書 風力発電等導入支援事業 

環境アセスメント調査早期実施実証事業環境アセスメント迅速化研

究開発事業（既設風力発電施設等における環境影響実態把握 I 報告

書） 

P213.NEDO,2018 

 

コウモリ類については、風

力発電機の運転により影響を

受ける可能性があることか

ら、注目すべき分類群として

適切な調査を実施する方針で

す。 

今後の手続きにおいては、

その結果や専門家等からの助

言を踏まえ、実行可能な範囲

で影響の低減をはかってまい

りたいと考えております。 

■2. コウモリ類の調査について 

方法書以降で現地調査により、コウモリ相（どんな種類のコウモ

リが生息するか）を調べると思うが、相調査だけではバットストラ

イクの影響予測や保全措置に必要な情報が得られない。コウモリ類

の影響の程度を予測するために、調査の重点化を行うべきではない

のか。 

 

コウモリ類の調査につきま

しては、コウモリ相把握のた

めの調査に加え、高高度を飛

翔するコウモリ類を対象とし

た調査も実施し、調査の重点

化をはかってまいります。 

■3. バットディテクターの探知距離について 

バットディテクターの探知距離は短く、高空、つまり風車ブレー

ドの回転範囲のコウモリの音声は地上からほとんど探知できない。

よって風況観測塔（バルーンは風で移動するので不適切）にバット

ディテクター（自動録音バットディテクター）の延長マイクを設置

し、高高度におけるコウモリの音声を自動録音するべきではないの

か。これらは、すでに欧米や国内でも行われている調査手法であ

る。 

 

高高度におけるコウモリ類

の調査についても実施いたし

ます。 

■4. バットディテクターの機種について 

・ヘテロダイン方式のバットディテクターは、一度に探知できる周

波数帯が狭いので、コウモリの種の識別にはほぼ使用できない。バ

ットディテクターは、周波数解析が可能な方式の機種を使用するべ

きではないのか。 

・コウモリの周波数解析（ソナグラム）による種の同定は、国内で

はできる種とできない種がある。図鑑などの文献にあるソナグラム

はあくまで参考例であり、実際は地理的変異や個体差、ドップラー

効果など声の変化する要因が多数あるため、専門家でも音声による

種の同定は慎重に行う。よって、無理に種名を確定しないで、グル

ープ（ソナグラムの型）に分けて利用頻度や活動時間を調査するべ

きではないのか。 

・捕獲によって攪乱が起こるので、自動録音調査と捕獲調査は、同

日に行うべきでない（捕獲調査日の録音データは使用しないこ

と）。 

 

 

・バットディテクターについ

ては、周波数解析の可能な方

式の機種を使用いたします。 

 

・周波数解析の際には、無理

に種名の確定はせず、グルー

プに分けて利用頻度や活動時

間を調査するようにいたしま

す。 

 

 

・現地での状況を踏まえ、い

ただいたご意見も参考にし、

取り扱いについて検討いたし

ます。 

表は次ページに続く。 



7.1-21 

(380) 

一般の意見 事業者の見解 

■5. コウモリの捕獲調査について 

・コウモリ類について配慮のかけた不適切な捕獲を行う業者がい

る。よってコウモリの捕獲及び許可申請の際には必ず「コウモリ類

の専門家」の指導をうける（うけさせる）べきだ。 

 

 

・6 月下旬－7 月中旬はコウモリ類の出産哺育期にあたるため、捕獲

調査を避けるべきではないのか。 

 

・ハープトラップは高空を飛翔するコウモリを捕獲できないので、

カスミ網も併用するべきではないか。 

 

 

 

 

 

・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、性別、年齢、体重、

前腕長等を記録し、すみやかに放獣するべきではないか。 

 

 

 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が大きいので、ハープト

ラップは、かならず夜間複数回見回るべきだ（夕方設置して、見回

りせずに朝方回収などということを絶対に行わないこと）。 

 

・捕獲した個体を持ち帰り飼育しないこと。 

 

・捕獲した個体を素手で扱わないこと。 

 

・冬眠中の個体を絶対に覚醒させないこと。 

 

 

・冬眠中の個体を絶対に捕獲しないこと。 

 

 

・コウモリ類の捕獲許可申請

は、提出先となる環境省と協

議のうえ、適切に実施いたし

ます。 

 

・捕獲調査時期については専

門家からのヒアリングも踏ま

え適切に検討いたします。 

・かすみ網の併用についても

検討いたします。しかしなが

ら、本区域の一部は帰還困難

区域に含まれており夜間の立

ち入りが制限されているため

コウモリ類への影響を考慮し

た計画を検討いたします。 

・捕獲したコウモリについて

は麻酔をせずに種名、性別、

年齢、体重、前腕長等を記録

しすみやかに放獣いたしま

す。 

・本区域の一部が帰還困難区

域に含まれることからトラッ

プの設置、見回り方法につい

て検討いたします。 

・捕獲した個体は持ち帰り飼

育はいたしません。 

・捕獲にした個体は素手で扱

わないようにいたします。 

・冬眠中の個体については覚

醒させないよう留意いたしま

す。 

・冬眠中の個体は捕獲いたし

ません。 

■6. 「回避」と「低減」の言葉の定義について 1 

「影響の回避」と「影響の低減」についての定義を述べよ。 

 

「回避」及び「低減」の言

葉の定義については、「環境

アセスメント技術ガイド 生

物の多様性・自然との触れ合

い」（一般社団法人 日本環境

アセスメント協会、平成 29

年）に記載されているとお

り、以下のように考えており

ます。 

回避：行為（環境影響要因

となる事業における行為）の

全体又は一部を実行しないこ

とによって影響を回避する

（発生させない）こと。重大

な影響が予測される環境要素

から影響要因を遠ざけること

によって影響を発生させない

ことも回避といえる。 

低減：何らかの手段で影響

要因又は影響の発現を最小限

に抑えること、又は、発現し

た影響を何らかの手段で修復

する措置。 

表は次ページに続く。 



7.1-22 

(381) 

一般の意見 事業者の見解 

■7. 「回避」と「低減」の言葉の定義について 2 

事業者らは今後、コウモリ類への影響に対して「ライトアップを

しない」ことを掲げるかもしれないが、「ライトアップをしない」

ことは影響の『回避』措置であり、『低減』措置ではない。「ライ

トアップしないこと」により「ある程度のバットストライクが『低

減』された事例」は、これまでのところ一切報告がない。これにつ

いて、事業者の見解とその理由を述べよ。 

 

コウモリ類につきまして

は、捕獲調査及び音声モニタ

リング調査を実施し、その結

果と環境保全措置を踏まえた

影響の予測及び評価を行いま

す。環境保全措置について、

引き続き新たな知見の収集に

努めてまいります。 

■8. 回避措置（ライトアップの不使用）について 

ライトアップをしていなくてもバットストライクは発生してい

る。これは事実だ。ライトアップは昆虫類を誘引するが、だからと

いって「ライトアップをしないこと」により「コウモリ類の誘引を

完全に『回避』」できるわけではない。完全に『回避』できないの

でバットストライクという事象、つまり「影響」が発生している。

アセスメントでは影響が『回避』できなければ『低減』するのが決

まりである。よって、コウモリ類について影響の『低減』措置を追

加する必要がある。 

■9. コウモリ類の保全措置（回避）について 

樹林内に建てた風力発電機や、樹林（林縁）から 200m 以内に建て

た風力発電機は、バットストライクのリスクが高いことが、これま

での研究でわかっている。低空（林内）を飛翔するコウモリでさ

え、樹林（林縁）から 200m 以内ではバットストライクのリスクが高

くなる。よって風力発電機は、樹林から 200m 以上離して設置するこ

と。 

 

バットストライクに係るリ

スクについては現地調査結果

や専門家からの意見を踏まえ

適切に予測いたします。その

結果を踏まえ必要に応じて環

境保全措置を検討いたしま

す。 

■10. コウモリの保全措置（低減措置）は「カットイン風速の値を

上げること及びフェザリング」が現実的 

「コウモリの活動期間中にカットイン風速（発電を開始する風

速）の値を上げること及び低風速時にフェザリング（風力発電機の

ブレードを風に対して並行にし回転を止めること）を行うこと」が

バットストライクを低減できる、「科学的に立証された保全措置

※」である。よって、必ず実施して頂きたい。※ Effectiveness of 

Changing Wind Turbine Cut-in Speed to Reduce Bat Fatalities at 

Wind Facilities Final Report, Edward B. Arnett and Michael   

Schimracher.2010 

 

 

今後実施する現地調査よ

り、本地域のコウモリ類の状

況を把握し、その結果を踏ま

え環境保全措置（低減措置）

の実施について検討いたしま

す。 

■11. 「バットストライクに係る予測手法」について経済産業大臣

に技術的な助言を求めること 

「既に得られている最新の科学的知見」によれば、バットストラ

イクに係る調査・予測手法は欧米では確立されている技術である。

しかしながら日本国内では、ブレード回転範囲におけるコウモリ類

の調査が各地で行われながらも、「当該項目について合理的なアド

バイスを行えるコウモリ類の専門家」の絶対数は少なく、適切な調

査・予測及び評価を行えない事業者が散見される。事業者がヒアリ

ングするコウモリ類の専門家について、仮に「地域のコウモリ相に

ついて精通」していたとしても、「バットストライクの予測」に関

しては、必ずしも適切なアドバイスができるとは限らない。また、

残念ながら国内においてバットストライクの予測に関して具体的指

針は策定されていない。 

よって 仮に事業者が「国内ではバットストライクの予測について標

準化された手法は公表されていない、「国内ではコウモリ類の定量

的予測は困難」と主張する場合は、環境影響評価法第十一条第 2項に

従い、経済産業大臣に対し、 「バットストライクに係る予測手法」

について「技術的な助言を記載した書面」の交付を求めること。 

 

 

今後、有識者の助言や最新

の研究成果を収集し、バット

ストライクにかかる予測につ

いても適切に取り組んでまい

りたいと考えております。 

■12. 「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実施しないのは、発

電所アセス省令に反する行為で「不適切」 

国内の風力発電機施設において、バットストライクが多数生じ、

コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国内の風発事業者の中に

 

 

事前段階における環境保全

措置については、最新の国内

表は次ページに続く。 
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「予測に不確実性が伴うこと」を根拠に、適切な保全措置を実施

（検討さえ）しない事業者が散見される。 

「予測に不確実性を伴う」としても、それは「保全措置を検討し

なくてよい」根拠にはならない。なぜならアセス省令によれば「影

響がない」及び「影響が極めて小さい」と判断される以外は環境保

全措置を検討すること、になっているからだ。 

の成果や専門家からのヒアリ

ング、また現地調査結果を踏

まえ、多面的に検討してまい

ります。 

■13. 「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実施しないのは「不

適切」2 

国内の風力発電機施設においてバットストライクが多数生じ、コ

ウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国内の風発事業者の中に

「影響の程度（死亡する数）が確実に予測できない」ことを根拠

に、適切な保全措置を実施（検討さえ）せず、事後調査に 保全措置

を先送りする事業者が散見される。 

定性的予測であれば、国内外の風力発電施設においてバットストラ

イクが多数発生しており、 『コウモリ類への影響はない』『コウモ

リ類への影響は極めて小さい』とは言い切れない。アセス省令によ

る「環境保全措置を検討する」段階にすでに入っている。 

よって、本事業者らの問題は、「死亡するコウモリの数」を「い

かに不確実性を伴わずに正確に予測するか」ではなく、「いかにコ

ウモリ類への影響を回避・低減するか」である。そのための調査を

「準備書までに」実施して頂きたい。 

 

 

最新の知見、専門家へのヒ

アリングを踏まえ現地調査を

実施し、コウモリ類の生息状

況について把握いたします。

その結果を踏まえて、適切に

影響を予測及び評価し、環境

保全措置を検討してまいりま

す。 

■14. 環境保全措置は「コウモリを殺す前から実施してほしい」 

本事業者である「ゴールドマン・サックス・リアリティ・ジャパ

ン有限会社、磐栄運送株式会社、株式会社蒲田産業」及び委託先の

「日本気象協会」は「環境影響を可能な限り回避・低減すべく環境

保全措置を実施する」つもりがあるのだろうか？上記のコウモリの

保全措置（「カットイン風速の値を上げること及び低風速時のフェ

ザリング」) については、「事業者が実施可能」かつ「最新の知見

に基づいた」コウモリ類への環境保全措置である。よって「コウモ

リを殺す前」、すなわち「事後調査の前から」実施して頂きたい。 

 

最新の国内の成果や専門家

からのヒアリング、また今後

実施する現地調査結果を踏ま

え、適切な環境保全措置を検

討してまいります。 

■15. 本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイン風速以下

であってもブレードは回転するのか？ 

採用を予定する風力発電機

が決まっていない段階です。

今後、ご指摘の点、確認して

参りますが、基本的には強制

的に停止状態にしていない場

合には弱風時にも遊転すると

思われます。 

■16. 本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイン風速を任

意に変更できるのか？ 

採用を予定する風力発電機

が決まっていない段階です。

カットイン風速を任意に変更

できる機種を選定していく方

針です。 

■17. 本事業で採用する予定の風力発電機は、弱風時にフェザリン

グ（風力発電機のブレードを風に対して並行にし回転を止めるこ

と）を実行できるのか？ 

採用を予定する風力発電機

が決まっていない段階です。

弱風時にもフェザリング可能

な機種を選定していく方針で

す。 

■18. 「環境保全措置」の定義について 

事業者らは環境アセスメントにおける「環境保全措置」とは何

か、理解しているか。「環境保全措置」の定義及び実施基準を述べ

よ。 

 

「環境アセスメント技術ガ

イド 生物の多様性・自然と

の触れ合い」（一般社団法人 

日本環境アセスメント協会、

平成 29年）には、環境保全措

置について、以下のとおり記

載されております。記載のと

おり、事業者としてコウモリ

表は次ページに続く。 
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類に関しても、実行可能な範

囲内で影響を回避・低減でき

るような措置を検討してまい

りたいと考えております。 

 

・環境保全措置は、調査・

予測・評価を行う過程におい

て事業者が実行可能な範囲内

で対象事業の実施による影響

を回避・低減することを目的

として検討するものである。 

■19. 「事後調査」の定義について 

事業者らは環境アセスメントにおける「事後調査」とは何か、理

解しているか。「事後調査」の定義及び実施基準を述べよ。 

 

「環境アセスメント技術ガ

イド 生物の多様性・自然と

の触れ合い」（一般社団法人 

日本環境アセスメント協会、

平成 29年）には、事後調査に

ついて以下のとおり記載され

ております。コウモリ類につ

いては不明点も多いことか

ら、設置後、死骸調査を実施

する予定です。 

 

・環境影響評価は事業の実

施前に行われるため、事後調

査は、その結果の不確実性を

補う等の観点から位置づけら

れており、予測の不確実性が

大きい場合や効果にかかる知

見が不十分な環境保全措置を

講ずる場合等において、環境

への影響の重大性に応じ、事

後調査の必要性を検討するこ

ととされている。また、事後

調査の結果を踏まえ、必要に

応じて環境保全措置の追加や

見直しを検討する必要があ

る。 

■20. 「事後調査」の定義について 2 

念のため確認しておく。発電所アセス省令によれば、「事後調

査」は「環境保全措置」ではないが、事業者らは理解しているか。 

 

ご指摘の点、理解しており

ます。違いについてはより留

意してまいります。 

■21. 環境保全措置の実施時期について 

上記について事業者は、「国内におけるコウモリの保全事例数が

少ないので、（カットイン風速の値を上げる）保全措置は実施しな

い（事後調査の後まで先延ばしにする）」といった回答をするかも

しれないが、すでに保全措置を行う先進的事業者もいる。環境保全

措置は安全側にとるべきである。 

保全措置は「コウモリを殺すまで」後回しにせず、「コウモリを殺

す前」から実施することが重要であると思うが、これについて、事

業者の見解とその理由を述べよ。 

 

最新の国内の成果や有識者

からのヒアリング、また現地

調査結果を踏まえ、適切な環

境保全措置を検討してまいり

ます。 

■22. コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施する

こと 

 上記について「国内におけるコウモリ保全事例が少ないので（カ

ットイン風速の値を上げる）保全措置は実施しない（大量に殺した

後に検討する）」といった回答をする事業者がいたが、仮に国内事

例が少なかろうが、「適切な保全措置の実施」は十分可能である。

本事業者の真摯な対応を期待する。 

 

 

最新の国内の成果や有識者

からのヒアリング、また現地

調査結果を踏まえ、適切な環

境保全措置を検討してまいり

ます。 

表は次ページに続く。 
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■23. コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施する

こと 2 

 そもそも「コウモリに影響があることを知りながら適切な保全措

置をとらない」のは、未必の故意、つまり「故意にコウモリを殺す

こと」に等しいことを先に指摘しておく。仮に事業者が「適切な保

全措置を実施しないでコウモリを殺してよい」と主張するならば、

自身の企業倫理及び法的根拠を必ず述べるように。 

 

 

事前段階における環境保全

措置については、最新の国内

の成果や有識者からのヒアリ

ング、また現地調査結果を踏

まえ、多面的に検討してまい

ります。 

■24. コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施する

こと 3 

 今後、事業者は「バットストライクの予測には不確実性が伴うの

で、事後調査を行い、保全措置を検討する」などの主張をするかも

しれない。 

 この「バットストライクの予測には不確実性が伴うので、事後調

査を行い、保全措置を検討する」という主張には、「予測に不確実

性が伴う場合は、適切な保全措置を先のばしにしてもよい」という

前提が隠れている。しかし発電所アセス法令に「予測に不確実性が

伴う場合は、適切な保全措置を先延ばしにしてもよい」という記載

はないことを先に指摘しておく。これについて、事業者の見解とそ

の理由を「丁寧に」述べよ。 

 

 

現段階は、方法書の段階で

す。上述の通り、今後実施す

る現地調査結果や有識者から

の助言を踏まえ、バットスト

ライクにかかる影響について

適切に予測してまいる所存で

す。また、その結果を踏ま

え、必要に応じて適切な環境

保全措置を検討してまいりま

す。 

■25. コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施する

こと 4 

今後、事業者は「国内においてコウモリ類の衝突実態は不明な点

も多く、保全措置についても検討され始めた段階だ。よって事後調

査を行い、保全措置を検討する」などの主張をするかもしれない。 

国内では 2010 年からバットストライクが確認されており（環境省

自然環境局野生生物課、2010、風力発電施設バードストライク防止

策実証業務報告書）、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化の

ための手引き（環境省、2011）」にもコウモリ類の保全措置が記載

されている。「コウモリの保全措置が検討され始めた」のは最近の

出来事ではない。また、仮に「国内で保全措置が検討され始めた」

からといって、それが「国内の風発事業者が適切な保全措置を先の

ばしにしてよい」という根拠にはならないことを先に指摘してお

く。これについて、事業者の見解とその理由を「丁寧に」述べよ。 

 

 

現段階は、方法書の段階で

す。上述の通り、今後実施す

る現地調査結果や有識者から

の助言を踏まえ、バットスト

ライクにかかる影響について

適切に予測してまいる所存で

す。また、その結果を踏ま

え、必要に応じて適切な環境

保全措置を検討してまいりま

す。 

■26. 意見は要約しないこと 

 意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこと。要約すること

で貴社の作為が入る恐れがある。 

 事業者見解には、意見書を全文公開すること。 

 

意見書の内容は要約せず、

全文公開いたします。 
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7.2-1 

(385) 

7.2 発電設備等の構造若しくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事

項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

7.2.1 配慮書における対象事業の内容と計画段階配慮事項の検討結果 

1. 配慮書における第一種事業の内容 

(1)第一種事業の名称 

（仮称）中ノ森山風力発電事業 

 

(2)第一種事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（陸上） 

 

(3)第一種事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力 ：最大 48,000kW 

風力発電機の単機出力 ：最大 4,200kW 

風力発電機の基数 ：最大 15 基 

※今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、最大出力が風力発電所出力を上回る

場合は、これを下回るように出力制限により対応する。 

 

(4)第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

①  事業実施想定区域の概要 

a. 事業実施想定区域の位置 

福島県葛尾村及び浪江町の行政界周辺 

（図 7.2-1 参照） 

 

b. 事業実施想定区域の面積 

約 881ha 
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7.2-2 

(386) 

 

図 7.2-1(1) 事業実施想定区域（広域）  
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7.2-3 

(387) 

 

図 7.2-1(2) 事業実施想定区域（衛星写真）  
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(388) 

 

図 7.2-1(3) 事業実施想定区域  
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②  事業実施想定区域の検討手法 

a. 基本的な考え方 

事業実施想定区域の検討フローは図 7.2-2 のとおりである。 

事業実施想定区域の設定に当たっては、本計画段階における検討対象エリアを設定し、

同エリア内において、各種条件により事業実施想定区域の絞り込みを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 7.2-2 事業実施想定区域の検討フロー 

  

（1）検討対象エリアの設定（図 7.2-3 参照） 

本計画段階において対象となる検討範囲を設定 

（2）風況条件の確認（図 7.2-4 参照） 

局所風況マップから、風況条件の良い範囲を確認 

（3）社会インフラ整備状況の確認（図 7.2-5 参照） 

既存道路等の状況を確認 

（4）法令等の制約を受ける場所の確認（図 7.2-6 参照） 

法令等の制約を受ける場所（鳥獣保護区、県立自然公園、保安林等）

の状況を確認 

（5）環境保全上留意が必要な場所の確認（図 7.2-7 参照） 

環境保全上留意が必要な施設（学校、医療機関、福祉施設）及び住宅

等の状況を確認 

（6）事業実施想定区域等の設定（図 7.2-8 参照） 

上記(1)～(5)を踏まえ、事業実施想定区域及び風力発電機の設置予定

範囲を決定した。 

事業性配慮 

事業性配慮 

規制配慮 

環境配慮 
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7.2-6 

(390) 

③  事業実施想定区域の設定根拠 

a. 検討対象エリアの設定 

以下の条件・背景を踏まえて、葛尾村及び浪江町を検討対象エリアとした。検討対象エ

リアは図 7.2-3 のとおりである。 

・「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構）から好風況が見込まれる地点が存在する。 

・本計画段階において、事業化に向けて各関係部署と協議を実施している。 

 

b. 風況条件の確認 

検討対象エリアにおける、「局所風況マップ」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構）による風況は図 7.2-4 のとおりである。 

検討対象エリアにおける好風況地域（高度 30m における年平均風速が約 5m/s 以上※）の

確認を行った。 

 

c. 社会インフラ整備状況の確認 

検討対象エリアにおける、社会インフラ整備状況は図 7.2-5のとおりである。アクセス道

路として国道及び県道等の既存道路を利用することにより、道路の新設による改変面積を

低減することが可能であることから、工事用資材等及び風力発電機等の搬入路としての使

用を検討する。 

 

d. 法令等の制約を受ける場所の確認 

検討対象エリアにおける、法令等の制約を受ける場所の分布状況は図 7.2-6のとおりであ

る。検討対象エリアには鳥獣保護区、阿武隈高原中部県立自然公園及び保安林が存在する。 

 

e. 環境保全上留意が必要な場所の確認 

検討対象エリアにおける、環境保全上留意が必要な場所の分布状況は図 7.2-7のとおりで

あり、学校、医療機関、福祉施設及び住宅等が分布する。 

 

f. 事業実施想定区域等の設定* 

「（1）検討対象エリアの設定」から「（5）環境保全上留意が必要な場所の確認」までの

検討経緯及び土捨場の確保等により改変が及ぶ可能性がある範囲を踏まえ、図 7.2-8のとお

り事業実施想定区域及び風力発電機の設置予定範囲を設定した。 

なお、事業実施想定区域には保安林が存在することから、今後、事業計画の熟度を高め

ていく過程で、関係機関と事業の実施についての協議を行う予定である。  

                                                        
※ 好風況地域の条件について、「風力発電導入ガイドブック（2008 年 2 月改訂第 9 版）」（NEDO：国立研究開発法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構、平成 20 年）において、有望地域の抽出として、局所風況マップ（地上高 30m）

において年平均風速が 5m/s 以上、できれば 6m/s 以上の地域と記載されている。 
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(391) 

 

図 7.2-3 検討対象エリア  
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(392) 

 

図 7.2-4 風況の状況（地上高 30m）  

「局所風況マップ」（NEDO HP、閲覧：令

和元年 6 月）        より作成 
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7.2-9 

(393) 

 

図 7.2-5 社会インフラ整備状況  

「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査 

一般交通量調査集計表」（国土交通省 HP、

閲覧：令和元年 6 月）     より作成 
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(394) 

 

図 7.2-6 法令等の制約を受ける場所  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/5 万） 第 2～5 回（1973～

1988）」（環境省 HP、閲覧:令和元年 6月）、「平成 30年度 鳥獣保

護区等位置図」（福島県、平成 30 年）、「ふくしま森まっぷ」（福島

県 HP、閲覧:令和元年 6 月）、「第 4 回 自然環境保全基礎調査－

日本の巨樹・巨木林－」（環境庁、平成 3年）、「うつくしま電子辞

典（葛尾村）」（福島県教育委員会 HP、閲覧：令和元年 6 月） 

より作成 
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(395) 

 

図 7.2-7 環境保全上留意が必要な場所（学校、医療機関、福祉施設）及び住宅等  

葛尾村 HP（閲覧：令和元年 6 月） 

「ゼンリン住宅地図 福島県双葉郡大熊町 双

葉町 浪江町 葛尾村」（株式会社ゼンリン、

2010年） 

より作成 
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(396) 

  

図 7.2-8(1) 事業実施想定区域（図 7.2-6 及び図 7.2-7 との重ね合わせ）  

※図に示す情報の出典は、図 7.2-6 及び図

7.2-7 と同様である。 
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(397) 

 

図 7.2-8(2) 事業実施想定区域（最終案）  
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④  複数案の設定について 

a. 複数案の設定について 

事業実施想定区域は現時点で想定する風力発電機の設置予定範囲及び改変が想定される

範囲を包含するよう広めに設定されており、以降の手続きにおいても環境影響の回避・低

減を考慮して事業実施区域の絞り込みを行う。 

上記のとおり、以降の手続きにおいて事業実施区域を絞り込む予定であり、このような

検討の進め方は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技術手法に関

する検討会、平成 25年）において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」であり、

「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことができる

とされている。 

現段階では、発電所の原動力の出力は最大 48,000kW、形状に関しては、普及率が高く発

電効率が最も良いとされる 3枚翼のプロペラ型風力発電機を想定している。ただし、詳細な

風況や工事計画については検討中であり、現地調査等を踏まえて具体的な風力発電機の配

置や構造を検討するため、現段階における「配置・構造に関する複数案」の設定は現実的

でないと考える。 

 

b. ゼロオプションの設定について 

事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としていることから、ゼ

ロオプションに関する検討は現実的でないと考えられるため、本配慮書ではゼロオプショ

ンを設定しない。 
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(5)第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

①  発電機 

本計画段階で設置を想定する風力発電機の概要は表 7.2-1 のとおりである。 

また、風力発電機の概略図は図 7.2-9 のとおりである。 

 

表 7.2-1 風力発電機の概要 

項  目 諸  元 

定格出力 

（定格運転時の出力） 
最大 4,200kW 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
約 112～124m 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
約 84～98m 

最大高さ 

（ブレード回転域の最大高さ） 
約 140～160m 

 

 

 

 

図 7.2-9 風力発電機の概略図（最大 4,200kW） 
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(400) 

②  変電施設 

現在検討中である。 

 

③  送電線及び系統連系地点 

現在検討中である。 
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(401) 

(6)第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

①  発電機の配置計画 

本事業により設置される風力発電機の配置計画は現在検討中であるが、「7.2.1 (4)第一

種事業の実施が想定される区域及びその面積」で設定した風力発電機の設置予定範囲にて検

討する。 

本計画段階では総発電出力は最大 48,000kW を想定しており、この場合の基数は表 7.2-2

のとおり最大 15 基である。今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、最大出力

が総発電所出力を上回る場合は、これを下回るように出力制限により対応する。 

 

表 7.2-2 風力発電機の出力及び基数 

項  目 諸  元 

単機出力 最大 4,200kW 

基数 最大 15 基 

総発電出力 最大 48,000kW 
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(7)第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

①  工事計画の概要 

a. 工事内容 

風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。 

・造成・基礎工事等：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等 

・据付工事：風力発電機据付工事 

・電気工事：送電線工事、配電線工事、変電所工事、電気工事 

 

b. 工事期間の概要 

工事期間は以下を予定している。 

工事期間 ：着工後 1 ～ 30 か月（予定） 

試験運転期間 ：着工後 30 ～ 32 か月（予定） 

営業運転開始 ：着工後 32 か月目（予定） 

 

c. 工事工程の概要 

主要な工事工程の概要は表 7.2-3 のとおりである。 

 

表 7.2-3 主要な工事工程の概要 

項  目 期間及び工程 

1．造成・基礎工事等 

着工より 1 ～ 13 か月（予定） 
 機材搬入路及びアクセス道路整備 

ヤード造成 

基礎工事等 

2．据付工事 
着工より 14 ～ 20 か月（予定） 

 風力発電機据付工事 

3．電気工事 

着工より 19～ 30 か月（予定） 

 送電線工事 

配電線工事 

変電所工事 

電気工事 

 

d. 輸送計画 

本計画段階では、図 7.2-10 のとおり相馬港または小名浜港から事業実施想定区域に至る

既存道路を活用し、風力発電機を輸送する計画である。なお、今後の検討結果によっては、

輸送計画を変更する可能性がある。 
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図 7.2-10 風力発電機の輸送ルート（案）  
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(8)その他の事項 

①  事業実施想定区域及びその周囲における他事業 

事業実施想定区域周囲における環境影響評価手続き中及び稼働中の事業として、表 7.2-4

及び図 7.2-11 のとおり 5 事業が存在する。 

 

表 7.2-4 事業実施想定区域及びその周囲における他事業 

事業名 事業者名 事業規模 備考 

（仮称）麓山風力発電事業 ふくねっと合同会社 
最大 96,600kW 

(4,200kW を最大 23 基） 
手続段階：配慮書 

（仮称）八木沢風力発電事

業 

日立サステナブルエナジー 

株式会社 

最大 51,800kW 

(3,700kW 程度を最大 14 基） 
手続段階：方法書 

（仮称）葛尾風力発電事業 葛尾風力株式会社 
最大 15,000kW 

 (3,400kW 級を 5 基） 
手続段階：準備書 

（仮称）阿武隈風力発電事

業 
福島復興風力株式会社 

最大 234,600kW 

（2,500～3,400kW 級を最大 69 基） 
手続段階：準備書 

桧山高原風力発電所 電源開発株式会社 
28,000kW  

(2,000kW 級×14 基） 
稼働中 

〔「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省 HP、閲覧：令和元年 6 月）より作成〕 
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図 7.2-11 事業実施想定区域及びその周囲における他事業  
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2. 計画段階配慮事項の検討結果 

配慮書において検討した重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果は、表

7.2-5 のとおりである。 

 

表 7.2-5(1) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

騒音及び 

超低周波音 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要

な施設等までの最短距離は、住宅等が約 0.4km であ

り、住宅等以外が約 1.1kmである。また、風力発電機

の設置予定範囲から 2.0km の範囲における住宅等は

390 戸である。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き

及び詳細設計において、右に示す事項に留意するこ

とにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性

が高いと評価する。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意し

て、風力発電機の配置及び機種を検討する。 

・超低周波音を含めた音環境を把握し、風力発電

機の選定状況に応じたパワーレベルを設定した

うえで予測計算を行うとともに、騒音及び超低

周波音の影響の程度を把握し、必要に応じて環

境保全措置を検討する。予測計算に際しては、

地形による回折効果、空気吸収の減衰及び地表

面の影響による減衰を考慮する。 

風車の影 

風力発電機の設置予定範囲から、配慮が特に必要

な施設等までの最短距離は、住宅等が約 0.4km であ

り、住宅等以外が約 1.1kmである。また、風力発電機

の設置予定範囲から 2.0km の範囲における住宅等は

390 戸である。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き

及び詳細設計において、右に示す事項に留意するこ

とにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性

が高いと評価する。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して

風力発電機の配置及び機種を検討する。 

・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレー

ションにより把握し、必要に応じて環境保全措

置を検討する。 

動物 

＜重要な種＞ 

河川、湖沼といった水域、海岸、干潟、岩場、鍾

乳洞を主な生息環境とする重要な種については、事

業実施想定区域内で当該環境は存在しないため、生

息環境の変化に伴う重大な影響はないと予測する。 

湿地や田を主な生息環境とする重要な種について

は、事業実施想定区域において当該環境が一部存在

することから、生息環境の変化に伴う影響が生じる

可能性がある。 

樹林、草地といった環境を主な生息環境とする重

要な種については、事業実施想定区域においてその

一部が直接改変される可能性があることから、生息

環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。 

また、コウモリ類や鳥類については、事業実施想

定区域上空を利用する可能性があることから、施設

の稼働に伴うバットストライク及びバードストライ

ク等の重大な環境影響を受ける可能性があるが、事

業実施想定区域を可能な限り絞り込み、風力発電機

の設置対象外を設定すること、既存道路を利用し道

路の新設による拡幅面積を低減することにより、重

大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減されていると評価する。 

 

＜注目すべき生息地＞ 

事業実施想定区域及びその周囲には、「葛尾森林公

園鳥獣保護区」が存在する。「葛尾森林公園鳥獣保護

区」は、事業実施想定区域の南西に位置するもの

の、事業実施想定区域には含まれていないことか

ら、改変に伴う重大な影響はないと予測する。  

＜重要な種＞ 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重

要な種の影響の程度を適切に予測する。必要

に応じて環境保全措置を検討する。 

・特に、クマタカ等の猛禽類については、「猛禽

類保護の進め方（改訂版）」（環境省、平成 24

年）に準拠して生息状況の調査を実施する。 

・猛禽類やガン類等の渡り鳥の移動ルートにも留

意し、移動状況を把握できるよう調査を実施

する。 

・コウモリ類については、捕獲などの調査による

コウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意

した調査を実施する。 

・施設の稼働による影響として、渡り鳥や猛禽類

等の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域上

空を利用することの影響が想定されるもの

の、風力発電機設置位置等の情報が必要とな

るため、事業計画の熟度が高まる方法書以降

の手続きにおいて、適切に調査、予測及び評

価を実施する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないよう

な計画や工法について検討し、生息環境への

影響の低減を図る。 

 

＜注目すべき生息地＞ 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、ま

た、注目すべき生息地への影響の程度を適切

に予測し、必要に応じて風力発電機の機種、

配置、基数等の詳細設計について検討する。 
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表 7.2-5(2) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

植物 

＜重要な種＞ 

河川、湖沼といった水域、海岸、砂地、岩場を主

な生育環境とする重要な種については、事業実施想

定区域内で当該環境は存在しないため、生育環境の

変化に伴う重大な影響はないと予測する。 

湿地や田を主な生育環境とする重要な種について

は、事業実施想定区域内での当該環境は稀である

が、その一部が改変される可能性があることから、

生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると

予測する。 

樹林、草地といった環境を主な生育環境とする重

要な種については、その一部が改変される可能性が

あることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる

可能性がある。 

事業実施想定区域内に巨樹・巨木林・天然記念物

は存在しないことから、これらに対する影響はない

と予測する。 

また、植生自然度 9 に該当する自然植生が事業実施

想定区域に存在することから、施設の配置など事業

の計画によっては一部が改変されることにより影響

が生じる可能性があるが、事業実施想定区域を可能

な限り絞り込み、風力発電機の設置対象外を設定す

ること、既存道路を利用し道路の新設による拡幅面

積を低減することにより、重大な影響が、実行可能

な範囲内でできる限り回避され、又は低減されてい

ると評価する。 

 

＜重要な群落＞ 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な植

物群落としては、植生自然度 9 の自然植生が存在し

ている。この自然植生が事業実施想定区域内の一部

に分布していることから、施設の配置など事業の計

画によって一部が改変されることで事業実施による

影響が生じる可能性があると予測する。 

ただし、右に示す事項に留意することにより重大

な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価す

る。 

 

＜重要な種＞ 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調

査等により把握し、また、重要な種及び重要

な群落への影響の程度を適切に予測し、必要

に応じて環境保全措置を検討する。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落につい

ては、可能な限り必要最低限の工事にとど

め、改変による重大な影響を回避・低減する

よう検討する。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないよ

うな計画や工法について検討し、生育環境へ

の影響の低減を図る。 

 

＜重要な群落＞ 

・植物群落の現況を現地調査等により把握し、

また、重要な群落への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて環境保全措置を検討す

る。 

生態系 

自然公園、鳥獣保護区、巨樹・巨木林及び天然記

念物は事業実施想定区域外であり、直接改変を行わ

ないことから、重大な影響はないものと評価する。 

保安林及び植生自然度 9 に該当する自然植生が事

業実施想定区域に存在することから、施設の配置な

どの事業計画によっては、その一部が改変されるこ

とにより事業実施による影響が生じる可能性がある

が、事業実施想定区域を可能な限り絞り込み、風力

発電機の設置対象外を設定すること、既存道路を利

用し道路の新設による拡幅面積を低減することによ

り、重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り

回避され、又は低減されていると評価する。 

・ 自然植生について、現地調査等により植生の

状況を把握する。 

・ 自然植生や保安林といった自然環境のまとま

りの場を多く残存するよう、可能な限り必要

最低限の工事にとどめ、改変による重大な影

響を回避・低減するよう検討する。 

・ 現地調査等により生態系注目種及び注目すべ

き生息・生育の場への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて環境保全措置を検討す

る。 
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表 7.2-5(3) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

景観 

①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点及び景観資源について、いずれも

事業実施想定区域に含まれず直接的な改変は生じ

ないことから、重大な影響はないと評価する。 

 

②主要な眺望景観の変化の程度 

風力発電機の介在の可能性について、「八丈石

山」、「五十人山」、「花塚山」、「天王山（白山）」、

「蟹山」、「白馬石山」、「桧山」、「横川渓谷」、「室

原川渓谷」及び「高瀬川渓谷」の 10 か所の景観資

源への介在の可能性があり、主要な眺望景観の状

況及びそれに対する影響については、今後の現地

調査により補足する。 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性に

ついて、すべての主要な眺望点から風力発電機が

視認される可能性がある。 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ

について、「垂直視角と送電鉄塔の見え方（参

考）」によると、最も近い「日山（天王山）」から

の風力発電機の見えの大きさは、配置によっては

「シルエットになっている場合には良く見え、場

合によっては景観的に気になり出す。シルエット

にならず、さらに環境融和塗色がされている場合

には、ほとんど気にならない。光線の加減によっ

ては見えないこともある。」もしくは「比較的細部

まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受け

ない。」となる可能性がある。 

今後の環境影響評価手続き及び詳細設計におい

ては、右に示す事項に留意することにより、重大

な影響を回避又は低減できる可能性があると評価

する。 

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、

眺望点の利用状況を踏まえて、風力発電機

の配置を検討する。 

・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完

成予想図を合成する方法（フォトモンター

ジュ法）によって、主要な眺望景観への影

響について予測し、必要に応じて風力発電

機の配置の再検討等の環境保全措置を検討

する。 

・風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検討

する。 
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7.2.2 方法書までの事業内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の

経緯 

1. 配慮書における検討結果 

配慮書における計画段階配慮事項として、騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植物、生

態系、景観については、今後の環境影響評価における現地調査等を踏まえて環境保全措置を検

討することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価した。 

今後、方法書以降の手続き等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置等及び

環境保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減できるよう留意するものと

した。 

 

2. 配慮書提出後の事業計画の検討の経緯 

(1)方法書以降の手続き等において留意する事項への対応方針 

配慮書において記載した、方法書以降の手続き等において留意する事項（以下「留意事項」

という。）への対応方針は、表 7.2-6 のとおりである。 
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表 7.2-6(1) 留意事項への対応方針 

環境要素 方法書以降の手続き等において留意する事項 方法書以降における対応方針 

騒音及び 

超低周波音 

・ 配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、

風力発電機の配置及び機種を検討する。 

・ 超低周波音を含めた音環境を把握し、風力発電機

の選定状況に応じたパワーレベルを設定したうえ

で予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音

の影響の程度を把握し、必要に応じて環境保全措

置を検討する。予測計算に際しては、地形による

回折効果、空気吸収の減衰及び地表面の影響によ

る減衰を考慮する。 

・配慮書において、風力発電機設置予定範囲から最

寄りの配慮が特に必要な施設等（住宅等）までの

距離は約 400m であった。方法書においては、現

時点で確保可能な離隔として、風力発電機の設置

予定位置から約 450m の離隔とした。準備書以降

の調査、予測及び評価の結果により、必要な離隔

を検討する。 

・対象事業実施区域の周囲において、騒音及び超低

周波音の現地調査地点として 5 地点を設定した。 

風車の影 

・ 配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して風

力発電機の配置及び機種を検討する。 

・ 風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーシ

ョンにより把握し、必要に応じて環境保全措置を

検討する。 

 

・配慮書において、風力発電機設置予定範囲から最

寄りの配慮が特に必要な施設等（住宅等）までの

距離は約 400m であった。方法書においては、現

時点で確保可能な離隔として、風力発電機の設置

予定位置から約 450m の離隔とした。準備書以降

の調査、予測及び評価の結果により、必要な離隔

を検討する。 

・環境影響評価の項目として選定した。 

動物 

＜重要な種＞ 

・ 動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要

な種の影響の程度を適切に予測する。必要に応じ

て環境保全措置を検討する。 

・ 特に、クマタカ等の猛禽類については、「猛禽類保

護の進め方（改訂版）」（環境省、平成 24 年）に準

拠して生息状況の調査を実施する。 

・ 猛禽類やガン類等の渡り鳥の移動ルートにも留意

し、移動状況を把握できるよう調査を実施する。 

・ コウモリ類については、捕獲などの調査によるコ

ウモリ相の把握に加え、飛翔高度にも留意した調

査を実施する。 

・ 施設の稼働による影響として、渡り鳥や猛禽類等

の鳥類、コウモリ類が事業実施想定区域上空を利

用することの影響が想定されるものの、風力発電

機設置位置等の情報が必要となるため、事業計画

の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、適

切に調査、予測及び評価を実施する。 

・ 土地の改変による濁水等の流入が生じないような

計画や工法について検討し、生息環境への影響の

低減を図る。 

 

＜注目すべき生息地＞ 

・ 動物の生息状況を現地調査等により把握し、ま

た、注目すべき生息地への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて風力発電機の機種、配置、基

数等の詳細設計について検討する。 

・方法書以降においては、対象事業実施区域及びそ

の周囲に生息する動物相をより詳細に把握すると

ともに、重要な種及び注目すべき生息地への影響

の程度を適切に予測できるよう現地調査地点を設

定した。 

・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等について

は、現地調査による生息状況、並びに計画熟度の

高まりに応じ、関係機関との協議や専門家等の意

見を踏まえながら、可能な限り改変面積を最小限

となるよう検討する。 

 

 

  



7.2-27 

(411) 

表 7.2-6(2) 留意事項への対応方針 

環境要素 方法書以降の手続き等において留意する事項 方法書以降における対応方針 

植物 

＜重要な種＞ 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等

により把握し、また、重要な種及び重要な群落へ

の影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境

保全措置を検討する。 

・特に事業実施想定区域内の重要な群落について

は、可能な限り必要最低限の工事にとどめ、改変

による重大な影響を回避・低減するよう検討す

る。 

・土地の改変による濁水等の流入が生じないような

計画や工法について検討し、生育環境への影響の

低減を図る。 

 

＜重要な群落＞ 

・植物群落の現況を現地調査等により把握し、ま

た、重要な群落への影響の程度を適切に予測し、

必要に応じて環境保全措置を検討する。 

・方法書以降においては、対象事業実施区域及びそ

の周囲に生育する植物相をより詳細に把握すると

ともに、重要な種及び注目すべき生育地への影響

の程度を適切に予測できるよう現地調査地点を設

定した。 

・風力発電機の配置計画や資材の搬入路等について

は、現地調査による生育状況、並びに計画熟度の

高まりに応じ、関係機関との協議や専門家等の意

見を踏まえながら、可能な限り改変面積を最小限

となるよう検討する。 

生態系 

・自然植生について、現地調査等により植生の状況

を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとまりの

場を多く残存するよう、可能な限り必要最低限の

工事にとどめ、改変による重大な影響を回避・低

減するよう検討する。 

・現地調査等により生態系注目種及び注目すべき生

息・生育の場への影響の程度を適切に予測し、必

要に応じて環境保全措置を検討する。 

・方法書以降においては、対象事業実施区域及びそ

の周囲の生態系の機能が維持できるよう、上位性

種、典型性種、特殊性種を適切に選定し、生態系

への影響の程度を適切に予測できるよう現地調査

地点を設定した。 

・可能な限り定量的な解析を行った結果を踏まえ、

計画熟度の高まりに応じ、関係機関との協議や専門

家等の意見を踏まえながら、可能な限り改変面積を

最小限となるよう検討する。 

景観 

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望点

の利用状況を踏まえて、風力発電機の配置を検討

する。 

・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予

想図を合成する方法（フォトモンタージュ法）に

よって、主要な眺望景観への影響について予測

し、必要に応じて風力発電機の配置の再検討等の

環境保全措置を検討する。 

・風力発電機の塗装色を環境融和塗色で検討する。 

・環境影響評価の項目として選定し対象事業実施区

域の周囲において、主要な眺望点及び住宅等集合

地域等を景観の現地調査地点として 11地点を設定

した。 

・準備書段階においては、主要な眺望点から撮影し

た写真に発電所完成予想図を合成する方法（フォ

トモンタージュ法）によって、主要な眺望景観へ

の影響について予測及び評価を実施する。 

・風力発電機の塗装色については、今後の設計にお

いて検討する。 

  



7.2-28 

(412) 

(2)対象事業実施区域（方法書段階）の設定及び設備の配置等に関する検討の経緯 

配慮書においては、事業計画の熟度が低く、風力発電機の設置予定範囲として示していたが、

方法書段階では風力発電機の設置予定位置を示している。また、詳細設計を進め、可能な限り

対象事業実施区域を絞り込んだが、一部区域（対象事業実施区域西側）については、以降の手

続きで環境影響の回避・低減も考慮して改変区域の変更を検討できるよう、配慮書時よりも区

域を広めに設定した。なお、対象事業実施区域の中央部をドーナツ状に区域から除外している

が、当該地点に住居が存在し、改変の予定はないためである。 

 

上記の経緯を踏まえた配慮書段階と方法書段階との比較図は、図 7.2-12 のとおりである。 
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図 7.2-12 配慮書段階と方法書段階の比較  
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(3)配慮書及び方法書における事業計画（概要）の比較 

配慮書及び方法書における事業計画（概要）の比較は、表 7.2-7 のとおりである。 

 

表 7.2-7 配慮書及び方法書における事業計画（概要）の比較 

項 目 配慮書 方法書 

発電機の出力 最大 48,000kW 最大 48,000kW 

区域の概要 

・事業実施想定区域 

 福島県葛尾村及び浪江町の行政界周辺 

 

・事業実施想定区域の面積 

 約 881ha 

・対象事業実施区域 

 福島県葛尾村及び浪江町の行政界周辺 

 

・対象事業実施区域の面積 

 約 721ha 

風力発電機の 

基数 
最大 4,200kW を最大 15 基 最大 4,200kW を最大 15 基 

風力発電機の 

配置 
風力発電機の設置予定範囲 風力発電機の設置予定配置 

風力発電機の 

基礎構造 
検討中 検討中 

変電所 検討中 検討中 

系統連系地点 検討中 検討中 

送電線 検討中 架線または地下埋設 

 

(4)環境保全の配慮について 

環境保全措置の具体的な検討は、基本的には今後の設計、現地調査並びに予測及び評価を踏

まえることとした。 
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